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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和７年６月４日

東京都下水道サービス株式会社

取 締 役 会 御 中

監 査 役 御 中

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 浜 田 陽 介

監査意見

 当監査法人は、東京都下水道サービス株式会社の令和６年４月１日から令和７年３月３１日

までの事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

 当監査法人は、上記の計算書類等が、全ての重要な点において、個別注記表に記載された

会計の基準に準拠して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項－計算書類等作成の基礎

 個別注記表に記載されているとおり、計算書類等は、東京都の政策連携団体として東京都に

提出するため、会計監査人設置会社に適用される「我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準」によらず、中小企業のための一般に公正妥当と認められる企業会計の

慣行として認められている「中小企業の会計に関する指針」に基づき、個別注記表に記載され

た会計の基準に準拠して作成されている。同指針においては、一定の場合には会計処理の

簡便化や法人税法で規定する処理の適用が容認されているため、上記以外の目的には適合

しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

 その他の記載内容は、監査した計算書類等を含む開示書類に含まれる情報のうち、計算

書類等及びその監査報告書以外の情報である。

 当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する

いかなる作業も実施していない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任

 経営者の責任は、個別注記表に記載された会計の基準に準拠して計算書類等を作成する

ことにあり、また、計算書類等の作成に当たり適用される会計の基準が状況に照らして受入

可能なものであるかどうかについて判断することにある。経営者の責任には、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

EY新日本有限責任監査法人
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 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には

当該事項を開示する責任がある。

 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、

計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、個別注記表に記載された会計の基準に準拠しているか

どうかを評価する。

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以  上
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（令和７年３月31日現在）

金       額 金       額

（資  産  の  部） 円 （負　債　の　部）　　　 円

流  動  資  産　　　　 17,779,982,040 流  動  負  債　　　　 7,492,743,900

7,728,534,215 5,715,669,381

9,468,249,643 1,644,669

178,961,201 506,781,514

3,458,334 502,748,410

145,330,653 19,013,100

114,181,148 143,557,500

2,656,147 86,059,326

4,245,299 517,270,000

134,365,400

固  定  資  産 5,507,355,986 1,986,151,185

有 形 固 定 資 産　　 2,625,844,304 110,364,185

建 物 870,186,194 755,709,500

構 築 物 3,276,327 1,099,230,600

機 械 及 び 装 置 39,095,872 20,846,900

車 輌 運 搬 具 75,359

工具、器具及び備品 488,397,421 9,478,895,085

船 舶 182,501

リ ー ス 資 産 1,218,430,630

建 設 仮 勘 定 6,200,000 （純　資　産　の　部） 円

無 形 固 定 資 産　　 423,375,504 13,808,442,941

商 標 権 1 100,000,000

ソ フ ト ウ ェ ア 410,692,503 13,708,442,941

電 話 加 入 権 3,783,000 21,000,000

その他無形固定資産 8,900,000 13,687,442,941

投資その他の資産　　 2,458,136,178 損害賠償補填積立金 6,000,000,000

投 資 有 価 証 券 1,500,000,000 事業成長積立金 3,056,277,464

関 係 会 社 株 式 173,700,000 社会貢献積立金 2,713,134,486

長 期 前 払 費 用 187,724,928 繰越利益剰余金 1,918,030,991

繰 延 税 金 資 産 573,129,950

敷 金 23,581,300 13,808,442,941

23,287,338,026 23,287,338,026

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負債及び純資産合計

未 収 入 金

未 払 消 費 税 等前 払 費 用

未収還付法人税等

科        目 科 目

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

売 掛 金 前 受 金

割 賦 売 掛 金 未 払 金

貯 蔵 品

リ ー ス 債 務

未 払 事 業 所 税

商 品

預 り 金

賞 与 引 当 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

資 本 金

退 職 給 付 引 当 金

負 債 合 計

株 主 資 本

預 り 保 証 金

そ の 他 流 動 資 産

固  定  負  債　　

長 期 未 払 金

リ ー ス 債 務

貸 借 対 照 表
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円 円

【売上高】　　　 30,599,510,417

30,599,510,417

【売上原価】　　　 28,809,856,437

28,809,856,437

1,789,653,980

【販売費及び一般管理費】 1,930,415,991

1,930,415,991

△ 140,762,011

【営業外収益】 76,068,317

3,708,913
2,366,768

47,967,500

22,025,136

【営業外費用】 2,347,824
40,130

2,307,694

△ 67,041,518

【特別損失】　　 843,040

843,040

△ 67,884,558

3,818,663

△ 54,820,519 △ 51,001,856

△ 16,882,702

受 取 家 賃

為 替 差 損

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

そ の 他 営 業 外 費 用

経 常 利 益

固 定 資 産 除 却 損

税 引 前 当 期 純 利 益

そ の 他 営 業 外 収 益

科          目

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

受 取 利 息 配 当 金
保 険 金 収 入

金        額

損 益 計 算 書

損 益 計 算 書損 益 計 算 書
自 令和 ６年 ４ 月 １日

至 令和 ７年 ３ 月３１日
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　（単位：円）

損害賠償補填
積立金

事業成長積立金 社会貢献積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 100,000,000 20,000,000 6,000,000,000 3,652,656,056 2,954,485,623 1,108,183,964 13,735,325,643 13,835,325,643 13,835,325,643

当期変動額

剰余金の配当 1,000,000 △ 11,000,000 △ 10,000,000 △ 10,000,000 △ 10,000,000

事業成長積立金の積立 0 0 0

社会貢献積立金の積立 0 0 0

事業成長積立金の取崩 △ 596,378,592 596,378,592 0 0 0

社会貢献積立金の取崩 △ 241,351,137 241,351,137 0 0 0

当期純利益 △ 16,882,702 △ 16,882,702 △ 16,882,702 △ 16,882,702

当期変動額合計 0 1,000,000 0 △ 596,378,592 △ 241,351,137 809,847,027 △ 26,882,702 △ 26,882,702 △ 26,882,702

当期末残高 100,000,000 21,000,000 6,000,000,000 3,056,277,464 2,713,134,486 1,918,030,991 13,708,442,941 13,808,442,941 13,808,442,941

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株　　主　　資　　本

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

自 令和 ６年 ４ 月 １日

至 令和 ７年 ３ 月３１日
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個別注記表 

１ 本計算書類は、東京都の政策連携団体として東京都に提出するため、会計監査人設置会社に適

用される「我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」によらず、中小企業の

ための一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として認められている「中小企業の会計に関

する指針」に基づき、個別注記表に記載された会計の基準に準拠して作成しております。 

  「中小企業の会計に関する指針」においては、一定の場合には会計処理の簡便化や法人税法で

規定する処理の適用が容認されており、これらについては、重要な会計方針に記載しております。 

  本計算書類の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下のとおりです。 

 

２ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しております。 

イ 関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法    

貯蔵品については、最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定額法を採用しております。  

② 無形固定資産       

定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

（３）引当金の計上基準 

① 賞与引当金 

職員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 

② 退職給付引当金     

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

〈 採用している退職給付制度の概要 〉 

退職金制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付
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費用を計算しております。 

また、選択制の確定拠出年金制度を設けております。 

    〈 確定給付制度 〉 

ア 退職一時金制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

 期首における退職給付引当金        1,019,656,200 円 

 退職給付費用                                147,384,500 円 

 退職給付の支払額                           △67,810,100 円 

 期末における退職給付引当金                1,099,230,600 円 

イ 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 退職一時金制度の退職給付債務       1,099,230,600 円 

  退職給付引当金                          1,099,230,600 円 

ウ 退職給付に関連する損益 

 簡便法で計算した退職給付費用             147,384,500 円 

（４）収益の計上基準 

当社は、下水道管路関連事業、水処理関連事業、汚泥処理関連事業、調査研究及び研修事業を

主要な事業としています。 

それぞれの事業については、役務を提供するものに関しては顧客の検収時点で売上を計上し、

製品を販売する業務については、顧客に引き渡した時点で売上を計上しています。 

（５）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、

法人税法で定める処理を適用し利息相当額をリース料総額から区分せず、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理を採用しております。 

② 消費税等の会計処理   

税抜方式によっております。 

 

３ 株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

区   分 
前 期 末   

株 式 数 

当期増加  

株 式 数 

当期減少  

株 式 数 

当 期 末

株 式 数 

発行済株式 

 普通株式 
2,000 株 - - 2,000 株 

自己株式 

 普通株式 
- - - - 
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（２）配当に関する事項 

 配当金支払額    

                                    （単位：円） 

決  議 
株 式 

の種類 

配当金 

の総額 

１株当たり

の配当額 
基準日 効力発生日

令和６年６月 28 日

定時株主総会 

普 通 

株 式 
10,000,000 5,000 

令和６年 

３月 31 日

令和６年 

８月 1日 

 

４ その他の注記 

「中小企業の会計に関する指針」（改正 令和５年５月 10 日：日本公認会計士協会、日本税理士

連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会）を適用しております。 
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１　有形固定資産及び無形固定資産の明細

（注１）建物の増加は、事業所における改修工事や無線アクセスポイント導入等によるものです。

（注２）リース資産の増加は、リース契約の更新等に伴う自動車やパーソナルコンピュータ等の契約締結によるものです。

２　引当金の明細

（注）退職給付に関する注記は、個別注記表に記載しております。

（単位：円）

区 分 資 産 の 種 類 期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減少額 当期償却額 期 末 帳 簿 価 額
減 価 償 却
累 計 額

期末取得原価

有 形

固定資産

建 物 734,871,019 236,495,981 3,116,383 98,064,423

車 輌 運 搬 具 185,949 0 0

機 械 及 び 装 置 44,128,241 0 0 5,032,369

リ ー ス 資 産 1,464,238,400 293,237,640 0 539,045,410

船 舶 276,834 0 0

870,186,194 799,828,281 1,670,014,475

構 築 物 3,524,868 0 1 248,540 3,276,327 104,781,629 108,057,956

39,095,872 209,191,404 248,287,276

110,590 75,359 2,782,491 2,857,850

工 具 、 器 具 及 び 備 品 421,105,464 198,153,139 536,994 130,324,188 488,397,421 810,876,838 1,299,274,259

177,291,096 4,695,000 144,460,248

1,218,430,630 967,955,310 2,186,385,940

計 2,668,330,775 734,086,760 3,653,378 772,919,853 2,625,844,304 2,895,608,452 5,521,452,756

ソ フ ト ウ ェ ア 386,731,656 168,391,096 0 144,430,249

商 標 権 30,000 0 0 29,999 1 899,999 900,000

3,783,000 0 3,783,000

その他無形固定資産 4,695,000 8,900,000 4,695,000 0 8,900,000 0 8,900,000

電 話 加 入 権 3,783,000 0 0

423,375,504 675,624,979 1,099,000,483

517,270,000

そ の 他

賞 与 引 当 金 456,111,000 517,270,000 456,111,000 0

（単位：円）

区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用

無 形

固定資産

計 395,239,656

410,692,503 674,724,980 1,085,417,483

0

建 設 仮 勘 定 0 6,200,000 0 0 6,200,000 0 6,200,000

94,333 182,501 192,499 375,000
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                 ３　販売費及び一般管理費の明細

（単位：円）
科 目 金 額
役 員 報 酬 手 当 47,110,000
給 料 手 当 271,250,149
通 勤 手 当 8,605,897
賞 与 67,992,507
賞 与 引 当 額 39,760,000
派 遣 委 託 料 44,153,398
退 職 金 6,455,400
退 職 引 当 額 8,439,988
退 職 給 付 費 4,956,000
法 定 福 利 費 78,420,254
厚 生 費 12,801,542
研 修 費 4,278,191
旅 費 交 通 費 14,293,570
通 信 運 搬 費 39,899,574
宣 伝 費 38,280,107
交 際 費 2,206,997
会 議 費 178,319
燃 料 費 133,782
光 熱 水 費 553,255
備 消 耗 品 費 47,201,244
被 服 費 4,750
印 刷 製 本 費 1,252,900
公 租 公 課 46,474,840
新 聞 図 書 費 3,777,712
手 数 料 24,474,205
諸 会 費 4,516,000
寄 付 金 38,020,000
負 担 金 2,388,166
報 酬 11,222,113
賃 借 料 622,200,752
保 険 料 22,850,838
修 繕 費 495,001
委 託 費 245,829,598

減 価 償 却 費 169,500,825

雑 費 438,117

計 1,930,415,991
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